
都議会自民党　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
都議会生活者ネット　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

共産党都議団　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会公明党　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自治市民　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会民主党　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・三原将嗣　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・小山敏雄　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・宮崎　章　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・いなば真一　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・花川与惣太　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・清原錬太郎　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会自民党・大山　均　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会公明党・石井義修　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会公明党・中嶋義雄　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会公明党・藤井富雄　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会民主党・土屋たかゆき　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会民主党・田中　良　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

都議会民主党・名取憲彦　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

共産党都議団・秋田かくお　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　殿
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書
　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。
　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。
　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。
　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。
　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。
　　　　2002年　　月　　日
　　　　　　　　要請団体または個人
　　　　　　　　　　住　　所
　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
東京都知事　石原慎太郎　殿


　　　


　　　　　　　　　　　　　　　　　迷惑防止条例「改正」に反対する要請書





　6月都議会に提出予定の迷惑防止条例改正案の中の「つきまとい行為等の規制」についての条項は、労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動など憲法が保障する言論・表現の自由、労働基本権に違反する内容となっており、その撤回を強く求めます。とくに争議団・争議組合にとっては通常の団体交渉や不当解雇や差別問題での話し合いさえ拒否している企業・学園へのやむにやまれぬ諸行動そのものへの規制に道を開く改悪案であり断じて許すことはできません。


　「改正」案は、「職場、学校、地域社会等における関係」「売買、雇用、賃貸借等の契約関係」「交通事故等の不法行為関係」に起因する①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押しかけ、②面会等の要求、③電話・ファックス、④文書図画（チラシ・ステッカー・横断幕等）の送付・配布・掲示等（知り得る状態におくこと）を規制対象とし、常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習でなくとも6月以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い処罰規定を設けるものです。


　会社や企業、行政等に対する要請行動・抗議行動・取材活動は、正当な労働運動や市民運動、マスコミ等の報道・取材活動等として日常的に行なわれており、労働、公害、薬害、住民運動、消費者事件等で重要な役割を果たしています。しかし、この「改正」案では、そうした憲法上の正当な活動がすべて規制対象とされることになります。また、人権尊重のための濫用禁止規定すらありません。


　このような条例がもし成立すれば、警察の一方的な判断で憲法の保障する正当な諸活動まで弾圧され、刑法の共犯規定により、労働組合等上部団体に対する組織弾圧に活用される危険が大きいといわなければなりません。


　このような憲法の保障する基本的人権を侵害する「改正」案を撤回するよう強く要請します。








　　　　2002年　　月　　日








　　　　　　　　要請団体または個人








　　　　　　　　　　住　　所








　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印








